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学際的視点から―法医学とHSR―
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1) 筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻ヘルスサービスリサーチ分野

2) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野

. はじめに

Health Service Research（以下，HSR）における

Donabedianの 3概念の中でも，アウトカムはその
サービスを実施する目的自体であり，アウトカムを

明らかにすることはHSRにおいて最も重要である。

1995年，米国科学アカデミー医学研究所 Institute of
MedicineはHSRを「個人や集団のためのヘルス
サービスにおける構造や過程，効果について知識と

理解を増やすため，ヘルスサービスの利用や費用，

利便性，供給，組織，財政，成果（アウトカム）を

調べる基礎的および応用的な調査研究における学際

的分野である」としている。ヘルスサービスの対象

の中で，最も小さい社会的単位であり，かつユー

ザー自身として基本となるのは個人である。その個

人に依存するイベントであり，また個人全てが平等

の確率で有するイベントに「死」がある。「死」は

その個人において経時上最終のイベントでありアウ

トカムそのものでもあるが，個人においてのアウト

カムが生じうる最後の時点でもある。そのため，概

念上，その個人の人生におけるあらゆる効果，影響

の結果を捉えることができ，「死」を，アウトカム

を測定する時点とすることによって明らかとなるヘ

ルスサービスの実態は広い。そこで今回は，「死」

が主な研究対象である法医学に視点を当て，「死」

を個人における最終アウトカムと捉えた上で法医学

とHSRが協働することの意義を解説したい。

. ｢死」を扱う法医学

予期されない死の事例は多くが警察取り扱いの対

象となり，検視ないし死体見分の一環として死体検

案が行われる。その結果，死因解明等のためにさら

なる検証が必要と判断されれば監察医や大学法医学

教室の医師によって死体解剖が行われる1)。この過

程において，死者の性別，年齢といった基本属性か

ら家族形態，職業，既往・現病歴，通院歴，服薬状

況等の生前の生活に関すること，或いは発見時の死

体の状況，発見者の属性等，事件性の判断に必要と

なることであれば全てのことが詳細に捜査される。

そして，これらと解剖所見や剖検試料の医学的検査

結果とを総合して，死因および死亡経過が検証され

てゆき，事件性の判断に到達する。このように，多

様な情報から「死」を包括的に検証してゆくのは法

医学分野独特のものであるが，警察への届け出対象

となる死亡事例の条件2)に鑑みれば，死因や死亡経

過が不明な死亡例をHSRの視点から検証するに当
たっては，法医学という分野が極めて意義深い情報

を有していることは論を待たないであろう。

. HSRにおける法医学の位置づけ
1) 文献レビューおよび海外での研究事例から

まず，Pub Medにより，HSRに特化した雑誌
として代表的な英文雑誌であるHealth Service
Researchお よ び BMC Health Service Researchに
おける， legal medicineまたは forensic medicineの
キーワードを持つ論文を検索すると，9件の文献が
検索された。うち，医療現場におけるサービスの質

評価に関する研究が 4件3～6)あったが，2件3,4)は法

律的観点を含めて病院機能を評価した研究で，内容

は法医学とは関係がなかった。他 2件は，裁判記録
を用いて救急領域での医療過誤や誤診断の発生率を

分析した研究5)，病院機能の評価尺度の中で解剖率

に言及した研究6)であった。医療過誤や解剖率を，

医療サービスの評価として用いている点ではHSR
であるが，病理的視点および病院医療の評価が中心

であり，本稿で述べる法医学の事例からのサービス

評価の中では狭義であると考える。別の 3件は，質
的研究であり，地域安全の実現における事故報告書

の法的あり方についての考察7)，米国の大手介護施
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設の経営について財政や訴訟記録などの公表物を用

いて評価を試みた研究8)，米国で先進的医療セン

ターにおける法的問題への対応機能を議論した研

究9)であった。他 2件10,11)は法的移民に関する研究

で法医学とは関連がなかった。このように，HSR
関係の英文雑誌では，法医学関連と協働による地域

レベルのHSRはほとんど発表されていないことが
わかった。

次に，広く，検索式（（autopsy) OR (post mor-
tem)) AND ((health) OR (care) OR (service））に
より検索すると，該当 8311件に対し，法医学関連
の所属からの論文でありかつ病理関連の所属からで

ないもの＋AND (legal [A�liation] OR forensic
[A�liation]) NOT pathology [A�liation］を追加す
ると344件であった。さらに，条件を追加すると，
＋English [language]＝317件，＋evaluation [all]＝

42件，この中に法医学分野関連のヘルスサービス
へのアプローチがすべて含まれているわけでは決

してないが，さらにキーワードを追加すると，

＋Hospital＝10件，または＋community＝4件とな
った。この内訳をみると，＋Hospitalの10件では医
療安全関係12)，医療過誤13～15)に関する研究がみら

れた。＋communityの 4件は，イスタンブールで
の新生児および乳幼児の死体検案事例について死因

内訳や社会的要因を検証したもの16)，若い心突然死

ケースの家族への対応を法医学の視点で考察したも

の17)，外傷事例に対する救急医療機関によるデータ

について収集項目を整備するよう言及したもの19)，

地域における銃の事故の実態20)であった。これら

は，すべて海外における文献（日本からの研究はな

かった）で，かつ，対象は死亡事例以外の文献も多

かった。これは，海外の法医学の業務が我が国と異

なっていることにも関係すると考えられる。さら

に，ケースレベルのものも含まれ，集団に対する

サービスの評価としてのHSRとは位置づけられな
いものもあった。この方法でも，法医学との協働の

HSRがあまり多くないことが示唆された。
さらに，雑誌名に“forensic”が含まれる雑誌を

Pub Medで検索したところ18誌が該当し，18781件
の文献が検索された。この雑誌名ベースに検索条

件を追加して，＋(care [all] OR evaluation [all])

AND English [language])＝1469件であった。この

1469件における研究内容についての内訳は，
＋Pathology [all]＝384件，＋cause of death [all]＝

134件，＋diagnosis [all]＝237件であり，法医病理
学的内容が多いと推察された。一方で，＋abuse
[all]＝295件，＋drug [all]＝181件であり，虐待や
薬物乱用について法医学的見地から検証されている

研究がみられた。その中の一報として，ドイツ国内

の中毒や乱用と言った不適切な薬物使用に関連する

死亡事例が増加している状況に対し，“Drug Mor-
tality and Drug Emergencies Study”という研究プロ
ジェクトとして，1991年の 5月から1992年の 6月に
おいてドイツのベルリン，ブレーメン，ハンブルグ

の各地域で薬物使用による死亡や急変のリスクを調

査している21)。この結果に対する考察として，ブ

レーメンでは地域における薬物使用に関する相談事

業や保健サービスを行うことへの提言をしてい

た22)。また，ハンブルグの調査結果からも同様に薬

物乱用の実態について言及されている23,24)。

この研究プロジェクトの一端を担ったハンブルグ

法医学研究所所長の P äuschel氏らは，積極的に法医
学的見地からヘルスサービスの質を検証する研究に

関わられている。死体の検案や解剖によって得られ

る情報を用いて，各種治療の長期アウトカムについ

て疫学的に分析し多くの研究を発表している。人工

股関節置換術の長期予後を，地域での解剖というエ

ンドポイントにおける事例によって評価し，採取さ

れた組織から骨密度や骨面積等を年齢別間，性別間

で観察し報告している25)。また，手術から死亡まで

の期間が短いことから，医療経済的問題についても

重要であると関連学会発表で述べていた。また，埋

め込み式ペースメーカーと埋め込み式除細動器によ

る医療関連死について，前述同様に解剖が行われた

対象より分析し，各埋め込みによる関連死は非常に

稀であると結論付けている26)。こうした P äuschel氏
らの研究は，地域全体の死亡時の所見が得られてい

る法医学ならではの疫学研究であり，症例レベルの

視点のみでは得られないユニークな医療評価の研究

である。

我々は，介護の質におけるアウトカム研究の方法

を探索する中で，この P äuschel氏に出会うことがで
きた。P äuschel氏が所長を勤められているドイツの
ハンブルグ州にあるハンブルグ大学法医学研究所で

は，検死によって把握した高齢者施設入所者の死亡

例における褥創発生頻度を報告し，ケアの問題を提

言していたのである27,28)。

ハンブルク州では，州内の全死亡に対し，ハンブ

ルグ大学法医学研究所の医師が検死を行っている。

旧来，土葬が一般的であったドイツにおいて，もし

死者に関連する刑事事件の疑義が生じた場合，墓を

掘って死体を取り出し解剖を行っていた。しかし，

都市部で火葬が普及した結果，弔いの後の死体解剖

が不可能となる事態となり，そのためハンブルグ州

では，この全死亡に対して検死を行う制度が確立さ

れた（前述の医療の評価の一連の研究も，この制度
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が背景にあり，日本はこの点が大きく異なっている

ことには留意が必要である）。この全死亡例検死制

度の中で P äuschel氏は，介護施設入所者における死
亡例に褥創の発生率が高く，中にはその創感染から

敗血症に至り死亡した事例が少なくないことを明ら

かにしたのである。ドイツではこの事件はハンブル

グスキャンダルと呼ばれ，高齢化社会の中で社会的

な衝撃を与えるものとなり，日本でも紹介された29)。

P äuschel氏は「死」を無駄にしないためにも「死
者から得られた教訓を生者に還元する」という視野

に立脚し，法医学分野のソースを医療介護の評価と

して活用している。これらは，「死」の状況にHSR
の視点をあてることができてこその研究である。法

医学であるからこそ得られるアウトカムがあり，ま

た，法医学であるからこそ得られるアウトカムのう

ち特に「死」を観察時点としているものは，それま

での人生を通して関係した多種のヘルスサービスに

おけるアウトカムと捉えることができ，貴重な

HSRを可能にしている。

2) 法医学と協働によるサービスの質向上のため

の PDCAサイクル
上述の P äuschel氏の取り組みは学術論文としての

発表のみでなく，継続してモニターした検死事例に

おける褥瘡の頻度を，定期的な法医学者，ケア提供

者，警察による会議で報告している。また，問題の

ある施設には警告をして，改善策実施後の頻度の差

によって取り組みの効果を検証し，褥創予防ケアの

改善に貢献しており，PDCAサイクルの一例であ
る。PDCAサイクルとは Plan（計画)→Do（実行)
→Check（評価)→Act（改善)→Planと 1周して品
質の維持・向上を試みる管理モデルである。法医学

において得られたアウトカムによって PDCAにお
ける Check→Actが行われ，ヘルスサービスの改善
につなげることができた事例である。ただし，これ

も全例を検死するというハンブルクでのシステムが

あってこそ可能になっている。

同様の一例として，PDCAサイクルには至って
いないが，オーストラリアのManash Universityに
おける法医学と老年医学が協働で発行している The
Residential Aged Care Communiqueというニュース
レターの取り組みがある30)。剖検事例の中から，

特に施設におけるケアの質に関連する事例を抽出

し，わかりやすい解説を行い，現場の施設に配布し

ている。

. 日本における法医学とHSRとの協働事例―
我々の取り組み

1) 高齢者の孤独死研究

上述のハンブルク大学を本稿共著者田宮が訪ねた

際，日本でのこうした法医学データに基づくケア

サービスの評価研究の可能性について議論したとこ

ろ，ハンブルク大学に留学歴があり本稿の共著者で

ある岡山大学法医学の宮石が参画することになっ

た。これをきっかけに，筑波大学のHSR研究室と
岡山大学法医学との共同研究が文部科学研究萌芽研

究「法医公衆衛生学の構築�根拠に基づく医療福祉
政策立案の新しい方法論」として開始された（その

後，山形大学，筑波大学法医学とも実施してい

る）。その成果の中心をなすのは，社会問題として

広く認識されている高齢者の「孤独死」31)に対する

研究である。これは，直接，何等かのサービスの質

を評価したものではないが，孤独死を予防するため

の政策，サービスを検討するにあたっての基礎研究

としてはじまった取り組みである。高齢者の孤独死

の実態を解明する上では，孤独死かどうかはその対

象の「死」の状況から判断されるものであり，「既

に死亡した人」を対象とする必要があった。また，

「孤独死」でなかった人を概念的に比較対象とする

必要があり，広く「死」を捉えることのできる研究

デザインが求められた。そのような中で高齢者孤独

死とは「死」の検証について重要な役割を果たして

いる法医学分野との協働が必須となる研究テーマで

あった。主な成果として，我々の岡山県おける法医

剖検例に対し，死亡実態と背景要因を，通院歴や入

院歴，既往歴・現病歴，サービス利用，家族構成，

生活費などの社会的要因を含め明らかにした研究が

ある32)。その結果，剖検に至るような「看取られな

い死」は家族同居者においても独居者同様起きるこ

とが明らかとなった。同時に剖検例から，高齢者に

おける火災の危険性についても問題提起した。ま

た，独居生活者の死亡例および死後長時間経過事例

を記述し，山形県と東京都区部の地域差を明らかに

した研究もある33)。さらに高齢者孤独死における死

後の発見までの時間に着目し，死体発見の発見が遅

れる関連要因を明らかにし，高齢者孤独死発生の実

態とその背景を検証する研究も実施している34)。ま

た，東京都監察医務院においては，金涌ら25)が，昭

和62年から平成18年における全検案事例分析し，高
齢者孤独死の実態の解明を試み，「一人暮らしの者

の自宅死亡の異状死」を操作的に孤独死とし，その

発生状況や死後経過時間を示している35)。

2) 法医学・HSR協働の新たな展開
法医学において得られるアウトカムからのヘルス

サービスの質評価は，非死亡例においても有益であ

る。某老人保健施設で，施設職員から寝たきりの女

性入所者が虐待を受けていた疑いがあると，嘱託医
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が施設を告発する事例が発生した。傷害事件として

捜査が行われ，当該女性入所者の生体検査や，受傷

状況の写真，診療録，介護記録等の分析に我々は関

与した。本件は刑事事件としては起訴猶予となった

が，ヘルスサービスの質評価の視点からは，法医学

とHSRとの協働が生体例においても意義を有する
ことを示す sentinel eventとして，その意義を報告
した36)。

また山形大学法医学講座の山崎らとの共同研究

は，法医解剖が行われた事例において介護サービス

の有無や要否を検索し，「Negativeな転帰」を防止
する対策の情報提供や提言を試みる研究を行ってい

る37)。対象について，生前の生活状況や障害・介護

認定状況，サービス利用状況から，障害の有無を定

め，死亡状況の違いを明らかにしており，その結

果，障害がある対象は不慮の外因死が多く，また障

害があっても介護や障害者認定を受けず公的サービ

スを利用していない事例が散見された。

3) 法医学とHSRとの協働における課題
法医学とHSRとの協働は臨床でのケアの質や政
策・制度を検証する上でも非常に有用である。法医

学で得られる情報は，「どのようにして（死に）至

ったか」を明らかにするものであり，HSRでのア
ウトカム研究の視点と合致するものである。しか

し，一方で，実際に上述の法医学との協働を通して

見いだした問題点として，第一に法医学のデータ

は，「死」における社会要因等についての記録が現

状では十分ではないこと，第二に，法医学の人材が

不足していることである。第一の点は，解剖・検案

にしろ生体検査にしろ犯罪性の解明が目的であり，

HSRの視点が十分に反映されるデータ収集は捜査
機関の業務ではあり得ないことに起因している。我

我は，必要な情報を統一的に得られるフォームを作

成し，社会的な情報も可能な範囲で収集するよう警

察に協力依頼して対応しているところであるが，省

庁横断的な考え方を導入しないと限界もある。法医

学者による検案率の問題も，疫学的に分析する視点

からみればより高いことが望ましいが，制度上の限

界も大きい。第二の点については，どの大学の法医

学教室も，剖検など社会的に求められている業務の

対応に忙殺され，法医学固有の研究以外にまでマン

パワーが回らない現実がある。上述のドイツのハン

ブルグ大学法医学研究所の取り組みも，所長のマン

パワー確保の努力あればこその点もあり，ドイツの

法医学全体に浸透するものではなく，取り組みはあ

まり拡がりを見せていない。

HSRと他分野が協働する際，HSRの概念や意
義，研究結果の還元について他分野の関係者の理解

を得ることが重要である。また逆に他分野の特徴を

理解することも当然，必要である。その上で，互い

の良点を生かし，欠点を補い合う方法を求めること

により，社会に還元できる，より質の高いHSRを
行っていくことが可能であろう。具体的には法医学

分野で得られるデータにおいて，ヘルスサービス利

用の有無や種類や社会疫学的要因についても情報収

集が可能となるような行政システムが期待される。

このような現状に対し，共著者宮石は，法医学から

HSRへの貢献の重要性の認識にたって，捜査機関
の協力を得て必要な情報を収集することで対応して

いる。

さらに，これまで実施してきた経過の中で，我々

が細心の注意を払った点が，データの取り扱いであ

る。匿名化された 2次データではあるが，大変特殊
なデータであるため，個人情報について格段の配慮

が必要とされる。この点，法医学研究室および警察

と検討を重ね，工夫し，共同研究をする大学で各々

の倫理審査を経て実施している。個人情報は一切削

除したデータのみを匿名化した上で扱い，原本に当

たれるのは法医学者のみを原則とし，確認事項が必

要な場合のみ，データ扱いについての誓約書を書い

た特定の研究者のみが，研究目的に限り，場所も法

医学研究室内に限定して閲覧が許可されるなどの工

夫をした。これらの道のりは決して平坦ではなかっ

たが，我々はこの研究を通して，これほどの社会的

に検討するべき課題に満ちた状況が法医学関連デー

タとして把握されている中，これらを公衆衛生学的，

HSR的に分析しないことの問題の方が，むしろ非
倫理的である―とした共著者宮石の主張を推進力と

して，ここまで進めてきたところである。

. おわりに

医療の進歩や保健福祉サービスの多様化という変

化に対し，提供される各種サービスの質の評価は，

必須事項である。実証分析によってシステムの問題

点・改善点を見いだすこと，さらには現場における

サービス内容の実質的向上に寄与しうるためには，

PDCAサイクル等に用いうるアウトカム指標も重
要になる。そのためにはサービスの質評価を行う

HSRにおいて，これまで一般的でなかったリサー
チメソッドやソースの持つ新たな可能性に目を向

け，適切に活用していく姿勢が重要である。

今回示したHSRにおける法医学のはたらきは，
わが国ではまだ発展途上にあると言える。今後は法

医学分野との協力を推進し，HSRに活用される
データ整備等が行われることで，研究結果の還元が

より豊富となり，また社会変化と時間差の少ないス
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ピーディーな研究が可能になると考えられる。制度

の違いから，全死亡例を検死するハンブルグのよう

な疫学研究はできず，制約はあるものの，人生の最

後の“死”をめぐる貴重なデータを集積している法

医学とHSRとの協働は，有用な結果が得られる余
地が豊富にあると期待される。互いの分野を理解

し，社会全体の健康を望むという共通の理念の元に

研究の質を高めていく学際的な関わりが求められる

だろう。
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